
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 学卒求人活動のルール（規制と禁止事項、留意点） 
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 新規学校卒業者の採用に関しては、採用計画、採用方針、雇用条件、選考基準、選考方法等を明確に

策定し、求人活動を行うことが基本です。 

 無秩序な求人活動は、健全な学校教育の妨げとなるばかりでなく、新規学校卒業者の適正な職業選択

を阻害する要因ともなります。 

 過当な求人活動による弊害を未然に防止して、求人秩序を確立するため、次のような規制と禁止事項

がありますので、十分留意され、公正な求人活動を維持するとともに、早期選考や内定取消し等の問題

が生じることのないようお願いいたします。 

 

１１  新新規規中中学学・・高高校校卒卒業業者者にに対対すするる求求人人活活動動ののルルーールル  

項     目 内                容 

選 考 日 の 規 制 

         （推薦開始期日）     （選考開始期日） 

＜中   学＞  令和９年１月１日以降   令和９年１月１日以降 

 （積雪地）   令和８年１２月１日以降  令和８年１２月１日以降 

 （東京都）   令和９年１月１日以降   令和９年１月１０日以降 

＜高   校＞  令和８年９月５日以降   令和８年９月１６日以降 

（沖縄県全域）  令和８年８月３０日以降  令和８年９月１６日以降 

※積雪地……北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟、富山、

石川、福井の各県と長野県（ハローワーク飯山管内の地域に

限る。）、島根県（ハローワーク松江隠岐の島出張所管内の地

域に限る。） 

家 庭 訪 問 の 禁 止  中学・高校とも求人者が直接家庭を訪問することはできません。 

学 校 訪 問 の 規 制 

＜中   学＞ 

 都内中学校への訪問は全面禁止です。 

 なお、他の道府県によって規制内容が異なっておりますので、必ず事前に学

校を管轄するハローワークへお問い合わせください。 

＜高   校＞ 

 ７月１日以降、求人票（ハローワークの確認印のあるもの）を持参のうえ訪

問可能です。 

 なお、求人事業所による訪問が一時期に集中することがありますので、事前

に学校と日程等の調整を図ってください。 
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文 書 募 集 の 規 制 

＜中   学＞ 

 新規中学校卒業者を対象とする文書募集は、全面禁止です。 

＜高   校＞ 

 新規高等学校卒業者を対象とする文書募集は、卒業年の前年の７月１日 

からです。なお、７月１日以降、次の条件をすべて満たす場合には、文書募集

を行うことができます。 

① ハローワークの確認を受けた求人であって、当該求人票記載内容と異なる

ものでないこと。 

② 広告等掲載にあたっては、ハローワーク名及び求人番号を掲載すること。 

③ 応募者の受付は、学校またはハローワークを通じて行うこと。 

 

【文書募集】…新聞や雑誌、その他の刊行物に広告等を掲載したり、頒布する

ことによって労働者を募集すること。（インターネットを利用

した募集も含む。） 

利 益 供 与 の 禁 止 
求人者が新規学校卒業者や保護者、その他の関係者に対し金品または利便の

供与を行うことはできません。 

縁故募集の取扱い 

 縁故就職者は、労働条件の明示が不十分であることを起因とするトラブルな

どを防止するため、ハローワークへ求人申込を行った後に採用するようお願い

いたします。 

就 業 開 始 の 期 日 

＜中   学＞ 

 義務教育が終了した４月１日以降です。 

＜高   校＞ 

 卒業日の翌日以降です。 

 なお、卒業前実習、教育、研修等に当たっては、学校教育に支障をきたすこ

とが考えられるため、教育等は入社後に事業主の指揮命令のもとで実施してく

ださい。 

求人要項（入社、募

集案内）に係る留意

事項 

※任意 

各事業所で作成される求人要項は、ハローワークに申込まれた求人票の内容

の不足事項を補完し、事業内容、仕事の内容等についての理解を深めるための

ものです。求人票（ハローワークの確認印を受けたもの）の「写」とともに学

校（※１）への配付が可能となります。 

求人要項を作成される場合は、求人票記載事項と矛盾するものでないこと、

誇大な表現を使用しないこと等に留意してください。 

 

〔求人要項記載内容の例〕 

◆従事する主な仕事の内容等についての文書や写真による説明。 
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◆事業所・工場等についての文章や写真、図表による説明。 

 内容としては、売上高の推移、従業員数、生産品目、取引先、工場・機 

 械等の設備、事業所・工場等の全景及び職場風景、新入社員研修の実施状 

況、仕事の流れ等。 

◆福利厚生施設等についての文章や写真による説明。 

 内容としては、食堂やレクリエーション施設等の有無、宿舎の概要（名称、 

所在地、構造、貸与寝具の有無等）や全景及び内部の状況、定時制通学可能 

学校の名称・所在地・課程等。 

〔求人要項の送付方法〕 

 学校への送付は、７月１日以降、求人票（ハローワークの確認印を受けたも

の）の「写」とともに送付してください（※１）。 

 

不公正な求人活動を

行った場合 

 不公正な求人活動を行った場合は、次年度の求人票特記事項欄にその事実を

記載しますので、十分留意され、公正な求人活動をお願いいたします。 

 

ここれれららののルルーールルはは、、必必要要にに応応じじてて見見直直ししがが行行わわれれまますすののでで、、詳詳ししくくははハハロローーワワーーククににおお問問いい合合わわせせくく

だだささいい。。  

（※１）中学の場合は、これらに加えて、青少年雇用情報シートの「写」が必要です。 

 

２２  新新規規高高等等学学校校卒卒業業者者のの応応募募・・推推薦薦ににつついいてて  

新規高等学校卒業者の採用選考時における応募・推薦方法は、従来、１人の生徒が、ある会社の募

集に応募した場合、その選考結果が決まらない限り他の会社の求人に応募できない、いわゆる「１人１

社制」といわれる就職慣行により行われてきました。 

 この応募・推薦方法は、企業が、その採用計画に基づいて高等学校からの推薦により円滑、かつ、短

期間に採用選考を行うことができるという利点がありましたが、近年の新規高等学校卒業者の就職を取

り巻く環境が大きく変化する中、生徒の応募機会を制限している等の指摘がされていました。 

 このため、平成１４年度以降、東京都の教育行政機関等及び経営者団体で構成する「東京都高等学校

就職問題検討会議」を毎年開催し、新規高等学校卒業者の応募・推薦にかかる問題を検討しております。 

今年度における新規高等学校卒業者に係る応募・推薦については、「推薦開始日からは１人１社まで

の推薦とするが、１０月１日以降は１人２社まで応募・推薦を認める。」との申し合わせを行いました

ので、事業主の皆さまには、趣旨と内容をご理解いただき、今後も新規高等学校卒業者の採用選考にご

協力をお願いいたします。 

  

 

文 書 募 集 の 規 制 

＜中   学＞ 

 新規中学校卒業者を対象とする文書募集は、全面禁止です。 

＜高   校＞ 

 新規高等学校卒業者を対象とする文書募集は、卒業年の前年の７月１日 

からです。なお、７月１日以降、次の条件をすべて満たす場合には、文書募集

を行うことができます。 

① ハローワークの確認を受けた求人であって、当該求人票記載内容と異なる

ものでないこと。 

② 広告等掲載にあたっては、ハローワーク名及び求人番号を掲載すること。 

③ 応募者の受付は、学校またはハローワークを通じて行うこと。 

 

【文書募集】…新聞や雑誌、その他の刊行物に広告等を掲載したり、頒布する

ことによって労働者を募集すること。（インターネットを利用

した募集も含む。） 

利 益 供 与 の 禁 止 
求人者が新規学校卒業者や保護者、その他の関係者に対し金品または利便の

供与を行うことはできません。 

縁故募集の取扱い 

 縁故就職者は、労働条件の明示が不十分であることを起因とするトラブルな

どを防止するため、ハローワークへ求人申込を行った後に採用するようお願い

いたします。 

就 業 開 始 の 期 日 

＜中   学＞ 

 義務教育が終了した４月１日以降です。 

＜高   校＞ 

 卒業日の翌日以降です。 

 なお、卒業前実習、教育、研修等に当たっては、学校教育に支障をきたすこ

とが考えられるため、教育等は入社後に事業主の指揮命令のもとで実施してく

ださい。 

求人要項（入社、募

集案内）に係る留意

事項 

※任意 

各事業所で作成される求人要項は、ハローワークに申込まれた求人票の内容

の不足事項を補完し、事業内容、仕事の内容等についての理解を深めるための

ものです。求人票（ハローワークの確認印を受けたもの）の「写」とともに学

校（※１）への配付が可能となります。 

求人要項を作成される場合は、求人票記載事項と矛盾するものでないこと、

誇大な表現を使用しないこと等に留意してください。 

 

〔求人要項記載内容の例〕 

◆従事する主な仕事の内容等についての文書や写真による説明。 
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「東京都高等学校就職問題検討会議」の申し合わせについて 

 

 

 新規高等学校卒業者に係る採用選考について検討した結果、早期選考の未然防止及び統一応募様式の

制定の趣旨に基づく、公平かつ公正な採用選考の実施を徹底するとともに、就職の機会均等の確保と求

人秩序の確立を図り、併せて適切な推薦・応募が行われるよう下記の申し合わせを行うこととする。 

 

記 

 
１１  応応募募書書類類ににつついいてて  

    学校は、生徒の推薦に際し、厚生労働省、文部科学省及び全国高等学校長協会の協議のもとに定め

られた「全国高等学校統一用紙」を使用すること。また、求人者は、全国高等学校統一用紙以外の提出

は求めないこと。 
    なお、応募用紙の作成方法については、手書き記入、パソコン入力のいずれでもよいこととする。

選考に当たっては、作成方法を理由として不利益な取扱いをしないこと。 

  

２２  採採用用選選考考ににつついいてて  

    「本人の適性と能力」に直接関係のない事項を採否決定の判断基準とはせず、本人の基本的人権を

尊重すること。 

（１）全国高等学校統一用紙の制定の趣旨に基づき、「出身地」「家族の職業」「家庭環境・経済状況」等

の就職差別に繋がるおそれのある質問（社用紙の提出）や調査等は行わないこと。 

（２）「同和地区出身者」「自認する多様な性」「障害者」「ひとり親家庭の人」「定時制・通信制課程修了者」

「外国籍の人」「特定思想・信条の人」についても公正な選考を行うこと。 

（３）採用選考時における「健康診断」を実施する場合は、健康診断が応募者の適性と能力を判断する

うえで必要不可欠であるか慎重に検討すること。 

 

３３  推推薦薦時時期期・・選選考考開開始始ににつついいてて  

（１）推薦開始は、９月５日（文書到達主義）以降とすること。 

（２）選考開始は、９月１６日以降とすること。 

（３）推薦開始日からは１人１社までの応募・推薦とするが１０月１日以降は、１人２社まで応募・推

薦を認めること。 

（４）他道府県の企業に応募・推薦する場合は、応募先の道府県の応募・推薦の申し合わせを適用する。 

 
４４  求求人人申申込込みみのの手手続続きき等等ににつついいてて  

    求人者は、６月１日から管轄する安定所に求人申込書を提出し、選考時期、求人内容等について適

正であることの確認を受けた後、７月１日以降、学校訪問が可能となること。 

 
５５  家家庭庭訪訪問問のの禁禁止止ににつついいてて  

    求人者またはその委託を受けた者が、直接家庭訪問し求人活動を行わないこと。また、採用内定後

といえども家庭訪問は行わないこと。 

 

６６  利利益益供供与与ににつついいてて  

    求人者またはその委託を受けた者が、新規学校卒業者、その保護者、その他の関係者に対し、金品
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または利便の供与により、新規学校卒業者の求人活動を行わないこと。 

  

７７  文文書書募募集集等等ににつついいてて  

  安定所で確認を受けた求人であり、当該求人票記載内容と異なるものではないこと。また、広告等

掲載にあたっては、安定所名及び求人番号を記載することとし、応募者の受付は、学校またはハロー

ワークを通じて行うこと。 

 

８８  応応募募前前職職場場見見学学等等ににつついいてて  

  求人提出後に実施することとし、実施時期は夏休み期間中とするなど、学事日程に影響の少ない時

期とすること。 

  採用選考と異なることから、参加の有無を採否の判断基準に含めないこととし、応募書類をはじめ

として生徒に書類を求めることのないようにすること。また、本人の状況を聴取するなど、採用選考

に直接繋がる質問をしたり、内定と受け取られるような話はしないこと。 

 

９９  採採用用試試験験及及びび採採用用結結果果のの通通知知ににつついいてて 

  求人者は、採用試験期日、場所、採否結果等を決定次第直ちに学校及び学校を通じて応募者に文書

を以って通知すること（採否にあたっては極力７日以内）。 

  なお、不採用者があった場合には、その者の応募書類を学校に返却するとともに、その理由につい

ても併せて通知すること。 

 

1100  採採用用内内定定後後のの提提出出書書類類及及びび連連絡絡ににつついいてて  

    求人者は、入社日までは「就職承諾書」以外の書類の提出を求めないこと（ただし、入社以前に真に

必要な書類・写真等を除く。）。また、入社後の提出であってもその使用目的を十分に説明のうえ提示

を求め、使用後は速やかに返却すること。 

  

1111  採採用用（（内内定定））生生徒徒のの就就業業開開始始時時期期及及びび教教育育等等ににつついいてて  

    就業開始は「卒業日の翌日以降」となること。また、卒業前実習、教育、研修等にあたっては、学校

教育に支障をきたすことが考えられるため、教育等は入社後に事業主の指揮命令のもとで実施するこ

と。 

 

令和８年３月３日 

 

東京都高等学校就職問題検討会議     

 

                    東 京 都 教 育 委 員 会 

                   東 京 都 生 活 文 化 局 

                   東京都公立高等学校長協会 

                       一 般 財 団 法 人 東 京 私 立 中 学 高 等 学 校 協 会 

                                      東 京 都 産 業 労 働 局 

                   一 般 社 団 法 人 東 京 経 営 者 協 会 

                   東 京 商 工 会 議 所 

                   東京都中小企業団体中央会 

                   東 京 労 働 局 

 
「東京都高等学校就職問題検討会議」の申し合わせについて 

 

 

 新規高等学校卒業者に係る採用選考について検討した結果、早期選考の未然防止及び統一応募様式の

制定の趣旨に基づく、公平かつ公正な採用選考の実施を徹底するとともに、就職の機会均等の確保と求

人秩序の確立を図り、併せて適切な推薦・応募が行われるよう下記の申し合わせを行うこととする。 

 

記 

 
１１  応応募募書書類類ににつついいてて  

    学校は、生徒の推薦に際し、厚生労働省、文部科学省及び全国高等学校長協会の協議のもとに定め

られた「全国高等学校統一用紙」を使用すること。また、求人者は、全国高等学校統一用紙以外の提出

は求めないこと。 
    なお、応募用紙の作成方法については、手書き記入、パソコン入力のいずれでもよいこととする。

選考に当たっては、作成方法を理由として不利益な取扱いをしないこと。 

  

２２  採採用用選選考考ににつついいてて  

    「本人の適性と能力」に直接関係のない事項を採否決定の判断基準とはせず、本人の基本的人権を

尊重すること。 

（１）全国高等学校統一用紙の制定の趣旨に基づき、「出身地」「家族の職業」「家庭環境・経済状況」等

の就職差別に繋がるおそれのある質問（社用紙の提出）や調査等は行わないこと。 

（２）「同和地区出身者」「自認する多様な性」「障害者」「ひとり親家庭の人」「定時制・通信制課程修了者」

「外国籍の人」「特定思想・信条の人」についても公正な選考を行うこと。 

（３）採用選考時における「健康診断」を実施する場合は、健康診断が応募者の適性と能力を判断する

うえで必要不可欠であるか慎重に検討すること。 

 

３３  推推薦薦時時期期・・選選考考開開始始ににつついいてて  

（１）推薦開始は、９月５日（文書到達主義）以降とすること。 

（２）選考開始は、９月１６日以降とすること。 

（３）推薦開始日からは１人１社までの応募・推薦とするが１０月１日以降は、１人２社まで応募・推

薦を認めること。 

（４）他道府県の企業に応募・推薦する場合は、応募先の道府県の応募・推薦の申し合わせを適用する。 

 
４４  求求人人申申込込みみのの手手続続きき等等ににつついいてて  

    求人者は、６月１日から管轄する安定所に求人申込書を提出し、選考時期、求人内容等について適

正であることの確認を受けた後、７月１日以降、学校訪問が可能となること。 

 
５５  家家庭庭訪訪問問のの禁禁止止ににつついいてて  

    求人者またはその委託を受けた者が、直接家庭訪問し求人活動を行わないこと。また、採用内定後

といえども家庭訪問は行わないこと。 

 

６６  利利益益供供与与ににつついいてて  

    求人者またはその委託を受けた者が、新規学校卒業者、その保護者、その他の関係者に対し、金品
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３３  新新規規大大学学等等卒卒業業者者にに対対すするる求求人人活活動動ののルルーールル  

 新規大学等卒業者の採用・就職活動については、これまで日本経済団体連合会（以下「経団連」とい

う。）による「採用選考に関する指針」の策定、就職問題懇談会による「申合せ」、関係省庁による経済

団体等への要請、というプロセスによって、就職・採用活動の日程等に関するルールが毎年度定められ

てきたところです。 

このルールについては、我が国で定着してきたいわゆる「新卒一括採用」の下で、学生が学業に専

念しやすくなった、学生や大学が計画的に就職活動に対応できるようになった、といったプラス面が指

摘されている一方、グローバル化やＩＴ化が進展する中においてルールが必ずしも遵守されていないと

の指摘もある中、平成 30 年 10 月 9 日、経団連は今後「採用選考に関する指針」を策定しない方針を示

しました。 

これに対し、学生が学修時間等を確保しながら安心して就職活動に取り組むことができるようにす

る必要があること、大学側のみならず経団連等からも当面は何らかのルールが必要であるとの認識が示

されたこと等に鑑み、経団連及び就職問題懇談会のオブザーバー参加のもと、「就職・採用活動日程に

関する関係省庁連絡会議」が開催され、「2020 年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考

え方」（以下「考え方」という。）が平成 30 年 10 月 29 日にとりまとめられました。「考え方」では、

2020 年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程について、2019 年度卒業・修了予定者と同様の日程

を遵守するよう経済団体等に対して要請を行うことなどが決定されました。なお、令和 6 年 12 月 5 日

に取りまとめられた「2026 年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」においても、

引き続き 2025 年度と同様の日程を遵守するよう要請されており、それに加えて産学協議会が令和４

(2022)年４月にまとめた(リーフレット｢産学で変えるこれからのインターンシップ｣抜粋 P26)タイプ３

のうち専門活用型（２週間以上）かつ卒業・修了年度に入る直前の春休み以降に実施されるインターン

シップを通じて高い専門的知識や能力を有すると判断された学生については、そのことに着目し、３月

から行われる広報活動の周知期間を短縮して、６月より以前のタイミングから採用選考プロセスに移行

できる旨が示されました。 

また、大学側は令和 7 年 3 月 21 日就職問題懇談会により「令和 8 年度大学、短期大学及び高等専門

学校卒業・修了予定者に係る就職について（申合せ）」（以下「申合せ」という。）を定めたところです。 

上記の状況を踏まえ、就職・採用活動の円滑な実施及び学生が学業に専念できる環境の確保のため

に、企業側・大学側の足並みをそろえた取組が必要であることから、政府として、「2026（令和 8）年

度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項」をとりまとめ、各経済団体等に要請した次

第です。 

 なお、令和 9年 3月新規大学等卒業者の採用・就職活動については、令和 8年 3 月 1日から広報活動、

6 月１日から採用選考活動が開始となります。 

 また、ハローワークにおける取扱いについては、令和 8 年 2 月１日から求人受理、4 月１日から求人

公開、6月 1日から大学等卒業予定者に対する職業紹介が開始となります。 
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４４  新新規規学学校校卒卒業業者者のの採採用用にに関関すするる留留意意事事項項  
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摘されている一方、グローバル化やＩＴ化が進展する中においてルールが必ずしも遵守されていないと

の指摘もある中、平成 30 年 10 月 9 日、経団連は今後「採用選考に関する指針」を策定しない方針を示

しました。 

これに対し、学生が学修時間等を確保しながら安心して就職活動に取り組むことができるようにす

る必要があること、大学側のみならず経団連等からも当面は何らかのルールが必要であるとの認識が示

されたこと等に鑑み、経団連及び就職問題懇談会のオブザーバー参加のもと、「就職・採用活動日程に

関する関係省庁連絡会議」が開催され、「2020 年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考

え方」（以下「考え方」という。）が平成 30 年 10 月 29 日にとりまとめられました。「考え方」では、

2020 年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程について、2019 年度卒業・修了予定者と同様の日程

を遵守するよう経済団体等に対して要請を行うことなどが決定されました。なお、令和 6 年 12 月 5 日

に取りまとめられた「2026 年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」においても、

引き続き 2025 年度と同様の日程を遵守するよう要請されており、それに加えて産学協議会が令和４

(2022)年４月にまとめた(リーフレット｢産学で変えるこれからのインターンシップ｣抜粋 P26)タイプ３

のうち専門活用型（２週間以上）かつ卒業・修了年度に入る直前の春休み以降に実施されるインターン

シップを通じて高い専門的知識や能力を有すると判断された学生については、そのことに着目し、３月

から行われる広報活動の周知期間を短縮して、６月より以前のタイミングから採用選考プロセスに移行

できる旨が示されました。 

また、大学側は令和 7 年 3 月 21 日就職問題懇談会により「令和 8 年度大学、短期大学及び高等専門

学校卒業・修了予定者に係る就職について（申合せ）」（以下「申合せ」という。）を定めたところです。 

上記の状況を踏まえ、就職・採用活動の円滑な実施及び学生が学業に専念できる環境の確保のため

に、企業側・大学側の足並みをそろえた取組が必要であることから、政府として、「2026（令和 8）年

度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項」をとりまとめ、各経済団体等に要請した次

第です。 

 なお、令和 9年 3月新規大学等卒業者の採用・就職活動については、令和 8年 3 月 1日から広報活動、

6 月１日から採用選考活動が開始となります。 

 また、ハローワークにおける取扱いについては、令和 8 年 2 月１日から求人受理、4 月１日から求人

公開、6月 1日から大学等卒業予定者に対する職業紹介が開始となります。 
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22002266（（令令和和８８））年年度度卒卒業業・・修修了了予予定定者者等等のの就就職職・・採採用用活活動動にに関関すするる要要請請事事項項  

 

 

 

 就職・採用活動の円滑な実施に加え、学生が学業に専念できる環境を確保するため、

2026(令和８)年度（2027（令和９）年３月）に卒業・修了予定の学生 1を対象とした就職・

採用活動について、政府として、就職・採用活動を行う主体 2に対し、以下の各項目の事項

について、広く要請する。 

 

１．就職・採用活動の日程 

 

【背景・考え方】 

 

 我が国経済の持続的な成長を支える若年人材を育成するためには、学生が学業等に専念

し、安心して就職活動に取り組める環境をつくることが必要である。  

しかしながら、通常の学事日程に配慮して定められた広報活動の開始日（卒業・修了年

度に入る直前の３月１日）及び採用選考活動の開始日（卒業・修了年度の６月１日）より

も前に、それらの活動が行われることで、広報活動及び採用選考活動が一部で早期化し、

学生の就職活動期間は長期化する傾向が見られる 3。 

こうした事態は、学生に混乱をもたらすとともに、学生が学修時間等を確保しながら安

心して就職活動に取り組める環境を損なっている。 

 

2025 年度（2026 年３月）以降に卒業・修了予定の学生に関して、新しい採用日程を設け

たところであるが、その考え方は、次のとおり。  

従来の大量一括採用の仕組みの中では、高い専門的知識や能力を持った大学院生、日本

人海外留学者や外国人留学生や学部生の専門性が十分に評価されず、また、企業にとって

も、そうした学生を適切に採用・活用できていないという課題がある。 

このため、高い専門的知識や能力を持った大学院生、留学生や学部生が、正当に評価さ

れる形で就職活動を行えるようにするとともに、企業が、学生の希望に応える形で、高い

専門的知識や能力を持つ人材を確保できるようにすることとする。 

その上で、実施企業には、学生の専門性や能力に応じ、就業後におけるその学生のキャ

リアパスが適切に形成されることに配慮して、採用を行うことが期待される。 

 

なお、多様な人材の活躍を促進する観点から、通年採用や経験者採用の導入・拡大など、

採用方法の多様化を一層推進していくことも期待される 4。 

 

 

 
1 日本国内の大学、大学院修士課程、短期大学、高等専門学校の卒業・修了予定者が対象であり、大学院博士課程（後期）

に在籍している院生は、この限りではない。 
2 採用を予定する企業のみならず、学生の就職支援サービスに関わるすべての民間企業・団体を含む。 
3 内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査」（2024（令和６）年 12 月） 
4 日本経済団体連合会「2025 年版経営労働政策特別委員会報告」でも、採用方法の多様化が推奨されている。 

（別紙１） 
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2026（令和８）年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項　1



2 
  

【要請事項】 

 

（１）内容 

 

以下の就職・採用活動日程ルールを原則とする。 

・ 広報活動 5開始：卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降 

・ 採用選考活動 6開始：卒業・修了年度の６月１日以降 

・ 正式な内定日：卒業・修了年度の 10 月１日以降 

  

広報活動の開始期日より前に行う活動は、広報活動のスケジュールを事前に公表するこ

とを含め、不特定多数に向けた一般的なもの 7にとどめ、学生の個人情報の取得や個人情報

を活用した広報・採用選考活動は行わないこと。広報活動の実施に当たっては、その後の

採用選考活動に影響を与えるものではないことを十分に周知 8すること。 

 

ただし、2022（令和４）年４月に産学協議会 9がまとめた学生のキャリア形成支援活動（４

類型）のタイプ３のうち、専門活用型インターンシップに参加する者については、①卒業・

修了年度に入る直前の春休み以降のタイミングで当該専門活用型インターンシップを活用

すること、かつ、②インターンシップ後の採用選考を経ることにより、６月からの採用選

考開始時期にとらわれないこととする。 

 

（２）留意事項 

 

①  専門活用型インターンシップの実施を通じて、６月より前に採用選考を開始する企

業は、透明性確保のため、以下の内容を含む事項をＨＰ等で公表する。 

・ 産学協議会基準に準拠したタイプ３のインターンシップの開示要件 

a.プログラムの趣旨（目的） 

b.実施時期・期間、場所、募集人数、選抜方法、無給／有給等 

c.就業体験の内容（受入れ職場に関する情報を含む） 

d.就業体験を行う際に必要な能力 

 
5 広報活動とは、採用を目的として、業界情報、企業情報、新卒求人情報等を学生に対して広く発信する活動をいう。

その開始期日の起点は、自社の採用サイト、求人広告会社や就職支援サービス会社の運営するサイト等で、学生の登録

を受け付けるプレエントリーの開始時点とする。 
6 採用選考活動とは、一定の基準に照らして学生を選抜することを目的とした活動をいう。具体的には、選考の意思を

もって学生の順位付け又は選抜を行うもの、あるいは、当該活動に参加しないと選考のための次のステップに進めない

ものであり、こうした活動のうち、時間と場所（オンラインを含む。）を特定して、学生を拘束して行う面接や試験など

の活動をいう。エントリーシートの提出、ウェブテストやテストセンターの受検などによる事前スクリーニングは、日

程・場所等に関して学生に大幅な裁量が与えられていることから、採用選考活動とは区別する。 
7 例えば、ホームページでの文字や写真、動画などを活用した情報発信、文書や冊子等の文字情報によるＰＲなど。 
8 例えば、広報活動を行う際の告知・募集の段階と実施の段階の双方において、当該活動が広報活動として行われる旨を、

ホームページや印刷物への明記、会場での掲示、口頭による説明などの方法によって、学生に周知徹底することなど。 
9 日本経済団体連合会と大学関係団体等の代表者により構成される「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」 1 
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こうした事態は、学生に混乱をもたらすとともに、学生が学修時間等を確保しながら安

心して就職活動に取り組める環境を損なっている。 

 

2025 年度（2026 年３月）以降に卒業・修了予定の学生に関して、新しい採用日程を設け

たところであるが、その考え方は、次のとおり。  

従来の大量一括採用の仕組みの中では、高い専門的知識や能力を持った大学院生、日本

人海外留学者や外国人留学生や学部生の専門性が十分に評価されず、また、企業にとって

も、そうした学生を適切に採用・活用できていないという課題がある。 

このため、高い専門的知識や能力を持った大学院生、留学生や学部生が、正当に評価さ

れる形で就職活動を行えるようにするとともに、企業が、学生の希望に応える形で、高い
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リアパスが適切に形成されることに配慮して、採用を行うことが期待される。 
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採用方法の多様化を一層推進していくことも期待される 4。 
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に在籍している院生は、この限りではない。 
2 採用を予定する企業のみならず、学生の就職支援サービスに関わるすべての民間企業・団体を含む。 
3 内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査」（2024（令和６）年 12 月） 
4 日本経済団体連合会「2025 年版経営労働政策特別委員会報告」でも、採用方法の多様化が推奨されている。 

（別紙１） 
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e.インターンシップにおけるフィードバック 

f.採用活動開始以降に限り、インターンシップを通じて取得した学生情報を活用

する旨（活用内容の記載は任意） 

「採用活動開始」の時期については、専門活用型インターンシップの実施によ 

って、６月より前に採用選考を開始する場合には、そのときからとする。 

g.当該年度のインターンシップ実施計画（時期、回数、規模等） 

h.インターンシップに係る実績概要（過去２～３年程度）  

i.採用選考活動等の実績概要 

・ その他の開示要件 

j.就業体験を行う際に学生に求める大学における学修成果水準（GPA 等) 

k.就業体験を行う際に学生に求める専門的能力 

l.参考情報として、新卒一括採用に係る採用計画（採用人数等) 

 

② 多様な人材の活躍を促すため、実施企業は、新卒学生のみならず、博士課程学生、  

既卒学生、海外からの日本人及び外国人留学生などの多様な人材にも、同様のインタ

ーンシップ、採用選考の機会を設ける。 

 

③ 実施企業は、学生の専門性や能力に応じ、就業後におけるその学生のキャリアパス 

が適切に形成されることに配慮して、採用を行う。 

 

２．学事日程等への配慮 

 

【背景・考え方】 

 

学生の就職活動期間が長期化すると、学修時間等の確保に影響を与える。採用選考活動

は、広報活動とは異なり、日程や場所等の決定に関し学生に裁量が与えられているもので

はないため、学生の負担軽減、学修時間の確保、学事日程等に十分配慮する必要がある。 

 

【要請事項】 

 

① 面接や試験の実施に際して、土日・祝日、平日の夕方以降の時間帯、長期休暇期間等

を活用するとともに、学生の健康状態に配慮すること 10。 

 

② 学生の授業、ゼミ、実験、試験、教育実習などの時間と重ならないよう、採用選考活

動の日時を設定すること。 

 

 
10 翌日の学業やレポートの作成等に影響がないように配慮するとともに、働き方改革の観点から、採用担当者の労務管

理に留意することが求められる。 

－ 10 －
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③ 採用選考活動の対象となる学生に対して、事前に余裕をもって連絡を行うこと。 

 

④ 学生のクールビズ 11等への配慮を行うとともに、その旨を積極的に学生に対して周

知すること。 

 

⑤ ①～④のほか、学生から個別事情の申し出がある場合、それらに十分配慮しながら

採用選考活動を実施すること。 

 

３．インターンシップの取扱い 

 

【背景・考え方】 

 

インターンシップについては、産学協議会における 2021 年度報告書「産学協働による自

律的なキャリア形成の推進」12における整理を踏まえ、政府において、「インターンシップ

を始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」13を

改正した。2024（令和６）年度以降の卒業・修了予定者については、就職・採用活動開始

日 14以降に限って、一定の要件を満たす質の高いインターンシップで取得した学生情報を

活用できることとなった。 

 

一方で、インターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組（以下、「インター

ンシップ等」という。）を契機として、本要請の日程より前に実質的な採用選考活動が行わ

れる事例、通常の学事日程を考慮しないインターンシップ等が実施されることによって、

学生が学修時間等を確保しながら就職活動に取り組める環境が損なわれる事態も生じてい

る。産学の共通理解に基づくインターンシップ等を実施することが重要である。 

   

【要請事項】 

 

① 産学協議会 2021 年度報告書「産学協働による自律的なキャリア形成の推進」におけ

るインターンシップ等の類型や「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成

支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」を踏まえ、適切なインターンシッ

プ等を行うこと。主な内容は、以下のとおり。 

 ・ キャリア形成支援における産学協働の取組のうち、タイプ１（オープン・カンパニ

ー）、タイプ２（キャリア教育）は、「インターンシップ」には該当しないため、それ

らをインターンシップと称して行わないこと。 

・ インターンシップに参加できる学生数は限られており、就職活動予定者の一部し

か参加できないことが想定されるため、インターンシップ参加経験のない者であっ

 
11 政府は、2005 年からクールビズ（冷房温度の適正化とその温度に適した軽装や取組など）を推進しており、各企業に

おいては、業界の実態等に応じた対応が期待される。 
12 採用と大学教育の未来に関する産学協議会 2021 年度報告書(2022 年４月 18 日公表) 
13 文部科学省・厚生労働省・経済産業省の連名、2022 年６月 13 日最終改正。 
14 広報活動は卒業・修了年度に入る直前の３月１日、採用選考活動は卒業・修了年度の６月１日。 
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e.インターンシップにおけるフィードバック 

f.採用活動開始以降に限り、インターンシップを通じて取得した学生情報を活用

する旨（活用内容の記載は任意） 

「採用活動開始」の時期については、専門活用型インターンシップの実施によ 

って、６月より前に採用選考を開始する場合には、そのときからとする。 

g.当該年度のインターンシップ実施計画（時期、回数、規模等） 

h.インターンシップに係る実績概要（過去２～３年程度）  

i.採用選考活動等の実績概要 

・ その他の開示要件 

j.就業体験を行う際に学生に求める大学における学修成果水準（GPA 等) 

k.就業体験を行う際に学生に求める専門的能力 

l.参考情報として、新卒一括採用に係る採用計画（採用人数等) 

 

② 多様な人材の活躍を促すため、実施企業は、新卒学生のみならず、博士課程学生、  

既卒学生、海外からの日本人及び外国人留学生などの多様な人材にも、同様のインタ

ーンシップ、採用選考の機会を設ける。 

 

③ 実施企業は、学生の専門性や能力に応じ、就業後におけるその学生のキャリアパス 

が適切に形成されることに配慮して、採用を行う。 

 

２．学事日程等への配慮 

 

【背景・考え方】 

 

学生の就職活動期間が長期化すると、学修時間等の確保に影響を与える。採用選考活動

は、広報活動とは異なり、日程や場所等の決定に関し学生に裁量が与えられているもので

はないため、学生の負担軽減、学修時間の確保、学事日程等に十分配慮する必要がある。 

 

【要請事項】 

 

① 面接や試験の実施に際して、土日・祝日、平日の夕方以降の時間帯、長期休暇期間等

を活用するとともに、学生の健康状態に配慮すること 10。 

 

② 学生の授業、ゼミ、実験、試験、教育実習などの時間と重ならないよう、採用選考活

動の日時を設定すること。 

 

 
10 翌日の学業やレポートの作成等に影響がないように配慮するとともに、働き方改革の観点から、採用担当者の労務管

理に留意することが求められる。 

－ 11 －－ 10 －
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ても、採用選考へのエントリーは可能であることを十分に周知すること。 

・ インターンシップで取得した学生情報を就職・採用活動に活用できるのは、一定 

の要件 15を満たしたタイプ３のものに限られ、そのようなインターンシップには、募

集要項等に「産学協議会基準準拠マーク」の記載が可能になることに留意すること。

（別紙２参照） 

・ 広報活動又は採用選考活動の開始日より前に行うインターンシップ等については、

広報活動や採用選考活動と異なるものであることを明確にすること。 

・ 広報活動又は採用選考活動の開始日以後に、2026（令和８）年度卒業・修了予定者

を含むインターンシップ等を実施する場合には、広報活動又は採用選考活動の趣旨

を含むことも差し支えないが、その場合は、あらかじめ当該活動の趣旨を含むことを

明示すること。 

  ・ インターンシップを実施する場合は、学生の長期休暇を活用し、学事日程に十分 

配慮すること。 

 

② インターンシップについても、その参加の辞退について、インターンシップの円滑 

な運営のために必要となる合理的な範囲を超えて、学生の選択の自由を損なうような

行為 16 は行わないこと。 

 

４．卒業・修了後３年以内の既卒者の取扱い 

 

【背景・考え方】 

 

近年は、留学や課外活動など、様々な活動に意欲的に取り組む様々な学生も多数存在す

る。そうした意欲や能力のある若者に、応募の機会を幅広く提供することが重要である。 

 

【要請事項】 

 

① 若者雇用促進法に基づく指針 17も踏まえ、卒業・修了後少なくとも３年以内の既卒

者は、新規卒業・修了予定者の採用枠に応募できるようにすること。 

 

② 既卒者について、通年採用など、様々な募集機会を積極的に提供するとともに、その

 
15 以下の５つの要件。 

① インターンシップ実施期間の半分を超える日数を職場での就業体験（テレワークが常態化している場合は、テレ

ワークを含む。）に充てること 

② 職場の社員が学生を指導し、終了後にフィードバックを行うこと 

③ 汎用的能力活用型では５日間以上、専門能力活用型では２週間以上をかけて実施すること 

④ 学業との両立の観点から、学部３年・４年又は修士１年・２年の長期休暇期間に実施すること（ただし、大学正

課及び大学院博士課程（後期）は、長期休暇の限りでない。） 

⑤ プログラムの趣旨・内容・就業体験を行う際に必要な能力、採用選考活動等開始日以降に学生情報を活用する

旨、採用選考活動等の実績概要など、産学協議会が設けた項目をＨＰ等で公表すること 
16 これに該当し得る例としては、自由応募型のインターンシップの選考において、インターンシップの参加を学生が辞

退しないよう、大学との協定等を条件とすることが挙げられる。 
17 「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者

が適切に対処するための指針」（平成 27 年厚生労働省告示第 406 号） 

－ 12 －
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場合には、その旨の情報発信を行うこと。 

 

５．日本人海外留学者 18や外国人留学生などに対する多様な採用選考機会の提供 

 

【背景・考え方】 

 

国際的な人材獲得競争が展開される中、日本人海外留学者や外国人留学生が、就職活動

で不利になるとの認識が生じることのないよう、多様で公平・公正な採用選考の機会を提

供することが重要である。 

 

【要請事項】 

 

① 日本人海外留学者や外国人留学生に対して、一括採用のほか、通年採用、海外や国内

で実施されるジョブフェアへの参加など、多様な採用選考機会を設ける取組を、各企

業の必要に応じて行うとともに、その旨を積極的に周知すること。 

 

② 外国人留学生に対して、業種や職種等によって求められる日本語能力が多様である

こと等も踏まえ、選考時点での一律の日本語能力ではなく、業務で求められる日本語

能力や専門性に応じて採用選考する取組を、各企業の必要に応じて行うこと。また、外

国人留学生の多様性に応じた採用選考や採用後の柔軟な人材育成・処遇等について、

政府が策定したチェックリストやベストプラクティス 19等を参考に、積極的に周知す

ること。 

  
③  2027（令和９）年３月とは卒業・修了の時期が異なるなど、何らかの理由により一

括採用の採用選考時期に就職活動を行わなかった学生に対して、通年採用や秋季採用

の導入を始めとした様々な募集機会を設けることについて、検討すること。また、そ

うした機会を提供する場合には、積極的に周知すること。 

 

６．障害のある学生の採用選考 

 

【背景・考え方】 

 

障害のある学生の就職希望者数が増加する中、障害のある学生が、就職活動で不当な

差別的取扱いを受けることのないよう、障害者の雇用の促進等に関する法律の趣旨を踏

まえて、採用選考活動を実施することが重要である。 

 

【要請事項】 

 

① 大学等と連携して障害のある学生向けに求人情報を提供するなど、募集及び採用に

 
18 留学期間が１．の就職・採用活動の日程と重複する者などを指す。 
19 外国人留学生の就職や採用後の活躍に向けたプロジェクトチーム（文部科学省、厚生労働省、経済産業省の３省共同

事務局）において、「外国人留学生の採用や入社後の活躍に向けたハンドブック」を策定（2020 年２月）。 
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ても、採用選考へのエントリーは可能であることを十分に周知すること。 

・ インターンシップで取得した学生情報を就職・採用活動に活用できるのは、一定 

の要件 15を満たしたタイプ３のものに限られ、そのようなインターンシップには、募

集要項等に「産学協議会基準準拠マーク」の記載が可能になることに留意すること。

（別紙２参照） 

・ 広報活動又は採用選考活動の開始日より前に行うインターンシップ等については、

広報活動や採用選考活動と異なるものであることを明確にすること。 

・ 広報活動又は採用選考活動の開始日以後に、2026（令和８）年度卒業・修了予定者

を含むインターンシップ等を実施する場合には、広報活動又は採用選考活動の趣旨

を含むことも差し支えないが、その場合は、あらかじめ当該活動の趣旨を含むことを

明示すること。 

  ・ インターンシップを実施する場合は、学生の長期休暇を活用し、学事日程に十分 

配慮すること。 

 

② インターンシップについても、その参加の辞退について、インターンシップの円滑 

な運営のために必要となる合理的な範囲を超えて、学生の選択の自由を損なうような

行為 16 は行わないこと。 

 

４．卒業・修了後３年以内の既卒者の取扱い 

 

【背景・考え方】 

 

近年は、留学や課外活動など、様々な活動に意欲的に取り組む様々な学生も多数存在す

る。そうした意欲や能力のある若者に、応募の機会を幅広く提供することが重要である。 

 

【要請事項】 

 

① 若者雇用促進法に基づく指針 17も踏まえ、卒業・修了後少なくとも３年以内の既卒

者は、新規卒業・修了予定者の採用枠に応募できるようにすること。 

 

② 既卒者について、通年採用など、様々な募集機会を積極的に提供するとともに、その

 
15 以下の５つの要件。 

① インターンシップ実施期間の半分を超える日数を職場での就業体験（テレワークが常態化している場合は、テレ

ワークを含む。）に充てること 

② 職場の社員が学生を指導し、終了後にフィードバックを行うこと 

③ 汎用的能力活用型では５日間以上、専門能力活用型では２週間以上をかけて実施すること 

④ 学業との両立の観点から、学部３年・４年又は修士１年・２年の長期休暇期間に実施すること（ただし、大学正

課及び大学院博士課程（後期）は、長期休暇の限りでない。） 

⑤ プログラムの趣旨・内容・就業体験を行う際に必要な能力、採用選考活動等開始日以降に学生情報を活用する

旨、採用選考活動等の実績概要など、産学協議会が設けた項目をＨＰ等で公表すること 
16 これに該当し得る例としては、自由応募型のインターンシップの選考において、インターンシップの参加を学生が辞

退しないよう、大学との協定等を条件とすることが挙げられる。 
17 「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者

が適切に対処するための指針」（平成 27 年厚生労働省告示第 406 号） 

－ 13 －－ 12 －
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関する情報の公表を積極的に行うこと。 

 

② 募集及び採用に当たり、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保にとって支

障となる事情がある場合は、障害のある学生からの申出を受け、過重な負担にならな

い範囲で、障害の特性に配慮した必要な措置を講じること。 

 

７．オンラインの活用 

 

【背景・考え方】 

 

学生が、オンラインであっても対面と同様に、不公平・不公正な扱いを受けることなく、

安心して就職活動に取り組める環境を整えることが重要である。また、大学等の所在地に

より、学生の就職活動に不利が生じないよう、配慮することが求められる。 

 

【要請事項】 

 

① オンラインによる企業説明会や面接・試験を実施する場合には、その旨を積極的に

情報発信すること。特に、遠隔地の学生に対して、オンラインでの実施を検討し、そう

した機会を提供する場合には、積極的に周知すること。 

 

② 通信手段や使用ツールなど、どのような条件で実施するかについて、事前に明示し、

学生が準備する時間を確保すること。 

 

③ 通信環境により、音声・映像が途切れる場合には、学生が不安にならないよう対応す

ること。 

 

④ オンライン環境にアクセスすることが困難な学生に対しては、対面や他の通信手段

による企業説明会や面接・試験等も併せて実施すること。 

 

８．成績証明等の一層の活用 

 

【背景・考え方】 

 

採用選考活動では、学生の学業に対する取組状況が適切に評価されることが求められ

る。 

 

【要請事項】 

 

採用選考活動に当たっては、大学等における成績証明等を取得して一層活用すること（例

えば、面接時にそれらに基づいた質問を行うなど）等により、学修成果や学業への取組状

況を適切に評価すること。 

－ 14 －
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９．公平・公正で透明な採用及び個人情報の不適切な取扱いの防止の徹底 

 

【背景・考え方】 

 

学生が安心して就職活動に取り組むためには、応募者に広く門戸を開き、応募者の適性・

能力に基づいた公平・公正で透明な採用選考を行うことが求められる。また、学生の個人

情報の不適切な取扱いにより、就職活動に不利に働くようなサービスが提供され、利用さ

れる事案などが発生しており、そうした事態を防止することが求められる。 

 

【要請事項】 

 

関係法令等 20を踏まえ、公平・公正で透明な採用選考活動を行うとともに、学生の個人

情報の適切な取扱いに万全を期すること。 

 

10．採用選考における学生の職業選択の自由を妨げる行為の防止の徹底  

 

【背景・考え方】 

 

就職をしたいという学生の弱みに付け込んだ、学生の職業選択の自由を妨げる行為（い

わゆる「オワハラ」）が確認されている。 

 

「オワハラ」は、憲法で保障された職業選択の自由を侵害するおそれがある許されない

行為である。企業の対応が学生に「オワハラ」と受け止められれば、その企業は法令違反

に問われるおそれがあるほか、社会的信用の失墜や企業イメージの低下につながることも

懸念される 21。 

 

青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 45 年法律第 98 号）第７条の規定に基づく「青

少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事

業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」（平成27年厚生労働省告示第406号）

において、「採用内定又は採用内々定を行うことと引替えに、他の事業主に対する就職活動

を取りやめるよう強要すること等青少年の職業選択の自由を妨げる行為又は青少年の意思

に反して就職活動の終了を強要する行為については、青少年に対する公平かつ公正な就職

機会の提供の観点から行わないこと」とされていることを認識する必要がある。 

 

 
20 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」（昭和 41 年法律第 132

号）、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」（昭和 47 年法律第 113 号）、「青少年の雇

用の促進等に関する法律」（昭和 45 年法律第 98 号）、「障害者の雇用の促進等に関する法律」（昭和 35 年法律第 123

号）、「職業安定法」（昭和 22 年法律第 141 号）、「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集

情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職

者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供

給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針」（平成 11 年労働省告示第 141 号）及び「個人情報の保護に関す

る法律」（平成 15 年法律第 57 号） 
21 日本経済団体連合会「2025 年版経営労働政策特別委員会報告」では、「企業には、オワハラ未然防止に向けた研修等

を実施するなど、社内での啓発の強化・徹底が望まれる」旨が記載されている。 
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関する情報の公表を積極的に行うこと。 

 

② 募集及び採用に当たり、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保にとって支

障となる事情がある場合は、障害のある学生からの申出を受け、過重な負担にならな

い範囲で、障害の特性に配慮した必要な措置を講じること。 

 

７．オンラインの活用 

 

【背景・考え方】 

 

学生が、オンラインであっても対面と同様に、不公平・不公正な扱いを受けることなく、

安心して就職活動に取り組める環境を整えることが重要である。また、大学等の所在地に

より、学生の就職活動に不利が生じないよう、配慮することが求められる。 

 

【要請事項】 

 

① オンラインによる企業説明会や面接・試験を実施する場合には、その旨を積極的に

情報発信すること。特に、遠隔地の学生に対して、オンラインでの実施を検討し、そう

した機会を提供する場合には、積極的に周知すること。 

 

② 通信手段や使用ツールなど、どのような条件で実施するかについて、事前に明示し、

学生が準備する時間を確保すること。 

 

③ 通信環境により、音声・映像が途切れる場合には、学生が不安にならないよう対応す

ること。 

 

④ オンライン環境にアクセスすることが困難な学生に対しては、対面や他の通信手段

による企業説明会や面接・試験等も併せて実施すること。 

 

８．成績証明等の一層の活用 

 

【背景・考え方】 

 

採用選考活動では、学生の学業に対する取組状況が適切に評価されることが求められ

る。 

 

【要請事項】 

 

採用選考活動に当たっては、大学等における成績証明等を取得して一層活用すること（例

えば、面接時にそれらに基づいた質問を行うなど）等により、学修成果や学業への取組状

況を適切に評価すること。 

－ 15 －－ 14 －
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企業が内（々）定を出した学生の保護者に対し、学生の内定承諾の意思の確認等を行う、

いわゆる「オヤカク」と称されるものについては、例えば、企業が保護者にも企業情報を

提供するなど、入社に際しての保護者の不安を解消し、企業に対する理解を深めることを

目的とするケースがある一方で、内定辞退の防止を目的として、内定を承諾することに保

護者の同意を強要するといったケースもあると指摘されている。そうした行為は、学生の

職業選択の自由を妨げるものとして、「オワハラ」に該当し得ることに留意が必要である。 

 

【要請事項】 

 

学生の職業選択の自由を確保するため、新卒等の採用を行う企業及び学生と企業のマッ

チング機能を担う職業紹介事業者は、「オワハラ」を行わないこと 22。 

 

 （参考）オワハラについて 

オワハラに該当し得る例としては、次のようなものが挙げられる。ただし、オワハラは、これらの例

に限られるものではない。 

・ 自社の内（々）定と引換えに、他社への就職活動を取りやめるよう、強要すること 

・ 他社の就職活動が物理的にできないよう、研修等への参加を求めること 

・ 自由応募型の採用選考において、内（々）定と引換えに、大学等又は大学教員等からの推薦状の提

出を求めること 

  ・ 内定承諾書等の早期提出を強要することや、内定辞退の防止を目的として、内定を承諾することに

ついて、保護者の同意を強要すること 

・  内（々）定辞退を申し出たにもかかわらず、引き留めるために、何度も話し合いを求めること 

・ 内（々）定期間中に行われた業務性が強い研修について、内定辞退の防止を目的として、内（々）    

定を辞退した場合に研修費用の返還を求めること又は事前にその誓約書を要求すること 

 

11．セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントの防止の徹底  

 

【背景・考え方】 

 

就職をしたいという学生の弱みに付け込んだ、学生に対するセクシュアルハラスメント

やパワーハラスメントが確認されており、それらを防止することが必要である。 

 

【要請事項】 

 

 
22 学生が、就活エージェント等の名称で職業紹介事業者が提供する職業紹介サービスを活用し、企業から内々定を受け

た際、当該就活エージェント等から、他企業への就職活動の終了を迫られる等の事例がみられる。大学は、学生に対

し、内々定を受けた後であっても、引き続き、就職活動ができる旨を周知徹底する。仮に、不当な行為等があった場合

には、キャリアセンター等の窓口で相談や企業に対する申し入れができるよう、環境を整備する。同時に、大学は、学

生に対し、不必要に複数の内々定を保持する行為などは厳に慎み、節度ある就職活動を行うよう、周知徹底する。都道

府県労働局・ハローワークにおいても、学生からの相談を受けつけ、相談者の意向も踏まえつつ、事実確認の上で、適

切に対処する。都道府県労働局・ハローワークと大学のキャリアセンター等の窓口は、事例の共有等の連携を行う。 

－ 16 －
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採用選考活動、OB・OG 訪問への対応、インターンシップの実施等において、性的な冗談

やからかいの発言を行う、身体に接触するなどのセクシュアルハラスメントや、面接時に

人格を否定するような暴言を吐くなどのパワーハラスメントを行ってはならない旨を社員

に対して周知をすること。また、学生からの相談に対して適切な対応を行う 23など、セク

シュアルハラスメントやパワーハラスメントの防止のための対応を徹底すること。  

 

12．学生からの苦情・相談への対応  

 

【背景・考え方】 

 

ハラスメント行為への対応を含め、学生が安心して就職活動に取り組める環境づくりの

ためには、大学、企業、政府等の関係者が学生からの苦情・相談に適切に対応することが

重要である。企業及び学生と企業のマッチング機能を担う職業紹介事業者においても、そ

うした取組への協力を行うことが求められる。 

 

【要請事項】 

 

若者雇用促進法に基づく指針等も踏まえ、職業安定機関（ハローワーク）等と連携を図

りつつ、相談窓口を設置するなど、学生からの苦情・相談を迅速かつ適切に処理するため

の体制の整備及び改善向上に努めること。 

 

 

以 上 

 
23 「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成 18 年

厚生労働省告示第 615 号）」 
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企業が内（々）定を出した学生の保護者に対し、学生の内定承諾の意思の確認等を行う、

いわゆる「オヤカク」と称されるものについては、例えば、企業が保護者にも企業情報を

提供するなど、入社に際しての保護者の不安を解消し、企業に対する理解を深めることを

目的とするケースがある一方で、内定辞退の防止を目的として、内定を承諾することに保

護者の同意を強要するといったケースもあると指摘されている。そうした行為は、学生の

職業選択の自由を妨げるものとして、「オワハラ」に該当し得ることに留意が必要である。 

 

【要請事項】 

 

学生の職業選択の自由を確保するため、新卒等の採用を行う企業及び学生と企業のマッ

チング機能を担う職業紹介事業者は、「オワハラ」を行わないこと 22。 

 

 （参考）オワハラについて 

オワハラに該当し得る例としては、次のようなものが挙げられる。ただし、オワハラは、これらの例

に限られるものではない。 

・ 自社の内（々）定と引換えに、他社への就職活動を取りやめるよう、強要すること 

・ 他社の就職活動が物理的にできないよう、研修等への参加を求めること 

・ 自由応募型の採用選考において、内（々）定と引換えに、大学等又は大学教員等からの推薦状の提

出を求めること 

  ・ 内定承諾書等の早期提出を強要することや、内定辞退の防止を目的として、内定を承諾することに

ついて、保護者の同意を強要すること 

・  内（々）定辞退を申し出たにもかかわらず、引き留めるために、何度も話し合いを求めること 

・ 内（々）定期間中に行われた業務性が強い研修について、内定辞退の防止を目的として、内（々）    

定を辞退した場合に研修費用の返還を求めること又は事前にその誓約書を要求すること 

 

11．セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントの防止の徹底  

 

【背景・考え方】 

 

就職をしたいという学生の弱みに付け込んだ、学生に対するセクシュアルハラスメント

やパワーハラスメントが確認されており、それらを防止することが必要である。 

 

【要請事項】 

 

 
22 学生が、就活エージェント等の名称で職業紹介事業者が提供する職業紹介サービスを活用し、企業から内々定を受け

た際、当該就活エージェント等から、他企業への就職活動の終了を迫られる等の事例がみられる。大学は、学生に対

し、内々定を受けた後であっても、引き続き、就職活動ができる旨を周知徹底する。仮に、不当な行為等があった場合

には、キャリアセンター等の窓口で相談や企業に対する申し入れができるよう、環境を整備する。同時に、大学は、学

生に対し、不必要に複数の内々定を保持する行為などは厳に慎み、節度ある就職活動を行うよう、周知徹底する。都道

府県労働局・ハローワークにおいても、学生からの相談を受けつけ、相談者の意向も踏まえつつ、事実確認の上で、適

切に対処する。都道府県労働局・ハローワークと大学のキャリアセンター等の窓口は、事例の共有等の連携を行う。 

－ 17 －－ 16 －
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（別紙２） 

－ 18 －
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令和７年３月 21 日 

就 職 問 題 懇 談 会 

 

令和８年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について 

（申合せ） 

 

大学、短期大学及び高等専門学校（以下、「大学等」という。）は、経済・社会構造が

大きく変化している状況の中で、未来を担い拓く学生に高い学力と豊かな人間性を身につ

けさせた上で、社会に送り出す社会的使命を負っている。その責務を果たすためには、学

校教育の充実と学生の学修環境を確保することが不可欠である。 

 その理念の下、国公私立の大学等で構成する就職問題懇談会は、就職・採用活動が多様

化している中で、学生が自己の能力や適性に応じて適切に職業を選択できるようにするた

めの検討を行い、政府に対し就職問題懇談会としての考えを伝え、令和６年 12 月に政府が

公表した「2026 年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」にも反映さ

れた。 

このような流れを踏まえ、就職問題懇談会では、令和８年度の大学等卒業・修了予定者

に係る就職・採用活動に関し各大学等が取り組む事項について下記のとおり申し合わせを

定めた。 

 この申合せを行うに当たり、各大学等においては、全教職員が協力し、全学的にこれを

実行するよう努める。 

 なお、就職活動の秩序維持に関して、各大学等が取り組むだけでなく、就職問題懇談会

としても企業及び求人広告会社やその他就職支援サービス会社等に対し協力要請を行う。 

 

記 

 

１．各大学等は、就職・採用選考活動に関する本申合せの大きな目的が、我が国の持続的

な発展の基盤となる人材育成という視野に立ち、学生の学修時間の確保や留学などの多

様な経験を得る機会の確保など、学生の学修環境の整備であることを再度認識する。そ

の上で、各大学等は、学事暦に十分に配慮し、以下の就職・採用選考活動日程を遵守す

るとともに、企業等に対して、その遵守を要請する。 

なお、海外留学や教育実習に取り組む学生も考慮して、多様性に配慮した広報活動及

び採用選考活動を実施することを企業等に要請する。 

また、卒業・修了後であっても新卒採用に応募を可能とすることも要請する。 

［就職・採用選考活動日程］ 

Ⅰ．内容 

   下記の就職・採用活動日程ルールを原則とする。 

    ・広報活動開始ⅰ   ： 卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降 
（ここでいう広報活動とは、採用を目的として、業界情報、企業情報、新卒求人情報などを学生に対して広く発信していく活動を指す） 

    ・採用選考活動開始ⅱ ： 卒業・修了年度の６月１日以降 

    ・正式な内定日   ： 卒業・修了年度の１０月１日以降 
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（別紙２） 

－ 19 －－ 18 －
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     それに加えて、以下のⅡ．の人材については、 

(i) 卒業・修了年度に入る直前の春休み以降のタイミングで、産学協議会が令和

４年４月にまとめた学生のキャリア形成支援活動（４類型）のタイプ３ⅲのう

ち専門活用型インターンシップを活用すること、かつ 

(ii) インターンシップ後の採用選考を経ること 

により、６月の採用選考開始時期にとらわれないこととする。 

Ⅱ．対象 

対象となる人材については、タイプ３のうち専門活用型インターンシップを通じて

判断される者とする。 
 
 

２．各大学等は、就職・採用選考活動に関し、学生に対して、関連情報の周知や情報提供

に努めるとともに、個別の相談や指導等を行い、企業等に具体的な対応を要請する必要

がないか確認するなど、きめ細かな支援を行う。 
 
 

３．各大学等は、採用選考において学生の留学経験を含めた学修成果や学業への取組状況

を適切に評価するよう企業等に要請するとともに、学生が自らの学修成果等を企業等に

対して容易に説明できるよう、企業等において適切な評価に資する情報・資料を、積極

的に提供するように努める。 
 
 

４．各大学等は、インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の 

本来の趣旨に鑑み、その教育的効果を高めることに努める。特に、インターンシップ実 

施に当たって要件が定められていることを踏まえ、「企業説明会」等を「ワンデーイン 

ターンシップ」などと称して実施することがないよう留意する。なお、一定の要件を満 

たしたインターンシップで取得した学生情報は、原則として広報活動・採用選考活動開 

始以降に使用できるが、それ以外は使用できないことを企業等に要請する。なお、令和 

７年度以降の卒業・修了予定者に関しては、タイプ３のうち専門活用型（２週間以上） 

かつ卒業・修了年度に入る直前の春休み以降に実施されるインターンシップを通じて高 

い専門的知識や能力を有すると判断された場合については、例外的な取扱いとなる場合 

があることに留意する。 
 
 

５．各大学等は、学生が求人広告会社やその他就職支援サービス会社を利用するに当たっ

ては、新卒採用サービスの多様化に伴い、学生がその特徴を十分に理解した上で、業界

・企業の十分な研究を通じて、適切な利用方法により、進路を検討するよう学生へ周知

・指導する。なお、就職・採用選考活動の早期化を増長させないよう、学内での案内に

も十分に留意する。 
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具体的取組 

 

１． 就職・採用選考活動の円滑な実施 

 

（１）就職・採用選考活動日程に関する留意事項 

   大学等は、就職・採用選考活動の日程及びそれに付随して実施される「企業説明会」、

「学校推薦」、「正式内定開始日」について、以下の取扱いを遵守する。 

① 「企業説明会」の取扱い 

企業等が採用を目的として、事前に採用予定数や選考日程などの採用情報を広

く学生に発信する「企業説明会」に対する会場提供や協力については、卒業・修了

前年度３月１日以降とする。また、「ワンデーインターンシップ」などと称して、

就業体験を伴わず、実態として特定の企業等の説明にとどまるプログラムとなら

ないように留意する。 

② 学校推薦の取扱い 

学校推薦は、卒業・修了年度の６月１日以降とする。 

③ 正式内定に至るまでの対応 

学生が正式内定に至るまで、いたずらに複数の内々定を保有した状態を継続す

ることがないよう誠意ある対応に努めることを指導するとともに、９月３０日以

前の内々定は学生を拘束するものではない旨を周知徹底する。 

 

（２）学生への周知・情報提供 

① 就職・採用選考活動に関して注意すべき点の十分な周知 

各大学等は、学生が混乱することのないよう、就職・採用選考活動の時期等につ

いて、その趣旨を含めて、学生に対して十分に周知する。特に、採用選考活動が授

業期間と重複するスケジュールであることを踏まえ、学生個々の学業と採用選考関

係の日程が重複する場合には、採用選考関係の日程調整に関して企業等に相談する

ことが可能であることを周知・指導する。 

② 留学や教育実習等を希望する学生への周知 

各大学等は、留学や教育実習等を検討している学生には、企業等が様々な募集機

会を設けることについて、積極的に検討するよう依頼しているとともに、そうした

機会を提供している場合には、企業等が情報発信するよう求めていること等を周知

・指導する。 

③ 就職関連情報の積極的な提供 

  学生が進路選択する際の検討に資するため、各大学等は、特定の企業等に偏らな

い様々な企業等に関する情報や、学部・分野別の就職実績等に関する情報の積極的

な提供に努める。また、海外への留学や外国人留学生の受入れを積極的に進めてい

る大学等は、日本人海外留学者ⅳや外国人留学生に対し、企業等での採用に関する情

報をインターネットなどの多様な通信手段も活用して積極的に提供し、就職活動に

おいて不利にならないよう配慮する。 
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（３）学修成果等に関する情報の提供 

各大学等は、学生の卒業・修了前年度までの留学経験を含めた学修成果や学業へ

の取組状況を学生が企業等に対して容易に説明ができるよう、企業等にとって確認

・閲覧しやすい形（例えばｅポートフォリオやディプロマ・サプリメント等）で提

供するなど、学修成果等の適切な評価に資する情報・資料の提供に取り組む。 

 

（４）相談体制の充実 

    就職活動中の学生には、企業等からなかなか内々定がもらえないといったことや、

企業等の職員からのハラスメントなど、あってはならないことが過去に起こってい

ることから、ガイダンスなどを通じてあらかじめ学生に注意喚起するとともに、こ

れらに学生が巻き込まれた場合に適切な対応ができるよう、既存の就職支援窓口の

充実や学生支援担当者の意識啓発を進める。 

 

 （５）障害のある学生への対応 

各大学等は、障害のある学生に対して、福祉的支援も含めた就職における多数の

選択肢の存在や社会資源に関する情報を効果的に収集・提供するとともに、企業や

学外機関と連携し、就職先の開拓や障害学生向け求人情報の提供などの募集及び採

用に関する情報を積極的に提供する。また、スムーズな就職活動の実施につなげる

ため、障害学生支援の担当部署とキャリアセンター等が有機的に連携することが望

まれる。 

 

２．就職・採用選考活動の公平・公正の確保について 

 

（１）インターンシップに係る大学の関与と学生への周知 

インターンシップとは、「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支

援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」（以下、「三省合意」という。）

では「学生がその仕事に就く能力が自らに備わっているかどうか（自らがその仕事

で通用するかどうか）を見極めることを目的に、自らの専攻を含む関心分野や、将

来のキャリアに関連した就業体験（企業の実務を経験すること）を行う活動（但し、

学生の学修段階に応じて具体的内容は異なる）」とされていることから、大学等の

教育・学生のインターンシップを始めとするキャリア形成支援の一環として、各大

学等が積極的に関与する。各大学等が実施に関わる場合は「三省合意」を踏まえⅴ、

適切な実施を徹底する。 

学生に対しては、インターンシップは原則として就職・採用選考活動そのもので

はないということを周知する。また、「ワンデーインターンシップ」などと称して、

実質的に就業体験を伴わず業務説明の場となっているものについては、インターン

シップではない旨を周知する。 

加えて、実質的に業務説明の場となっているインターンシップと称するものへの

参加を理由に授業等を欠席することは認めないことが望ましい。 
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 （２）企業がインターンシップ等で取得した学生情報の取扱い 

各大学等は、企業等が一定の要件を満たしたインターンシップで取得した学生情

報を、原則として３月以降は広報活動に、６月以降は採用選考活動に使用できるこ

とを周知する。その際、企業等が一定の要件を満たしていないにもかかわらず「イ

ンターンシップ」と称したプログラムを実施し、取得した学生情報を広報活動・採

用選考活動に使用しようとしていないか等について留意する。また、卒業・修了年

度に入る直前の春休み以降に実施されるタイプ３の専門活用型インターンシップ

については、取得した学生情報を例外的に３月以降の採用選考活動に使用できるこ

とに留意する。 

なお、広報活動・採用選考活動の開始期日以降に実施されるインターンシップを

始めとするキャリア形成支援に係る取組で、あらかじめ広報活動・採用選考活動の

趣旨を含むことが示されている場合は、この限りではない。 

 

３．その他の事項について 

 

（１）求人広告会社やその他就職支援サービス会社の利用 

    各大学等は、学生が求人広告会社やその他就職支援サービス会社を利用した就職

活動を行う際には、それらが本申合せを遵守したサービスであることを確認すると

ともに、学生がそれぞれのサービスの特徴を十分に理解した上で利用するように指

導し、学生が学業と就職活動を両立できる環境の確保に努める。なお、就職・採用

選考活動の早期化を増長させないよう、学内での案内にも十分に留意する。 

 

（２）各大学等における職員採用の対応 

   企業等への就職・採用選考活動のみならず、各大学等における職員採用において

も、本申合せを踏まえた対応を行う。 

 

（３）本申合せの周知と対応 

 各大学等は、本申合せの内容について、学内の教職員はもとより、学生への周知

徹底を図り、学生に不安と混乱が生じないよう適切に対応する。 

また、我が国の持続的な発展の基盤となる人材育成という視野に立ち、企業等に

対しても、本申合せの内容の周知を図る。各大学等による企業等への直接的な要請

は本申合せの趣旨の理解促進に極めて重要であるため、各大学等は主体的に上記に

取り組み、一層の周知徹底に努める。 

本申合せの内容に関して、企業等や求人広告会社やその他就職支援サービス会社

等において不適切な取組が行われていることを各大学等が確認した場合には、必要

に応じて、各大学等において、今後の学生に対する指導等の際に、当該企業等に関

する情報として共有する。 

さらに、悪質と思われる事案については、各大学や関係団体、就職問題懇談会等

において情報共有し、課題として検討することなどを通じて、大学等全体として、

学生の学修環境の確保と就職活動の秩序維持に努める。 
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（用語解説） 
 

ⅰ 広報活動とは、採用を目的として、業界情報、企業情報、新卒求人情報などを学生に

対して広く発信していく活動を指す。 

開始期日の起点は、自社の採用サイトあるいは求人広告会社やその他就職支援サービス

会社の運営するサイト等で学生の登録を受け付けるプレエントリーの開始時点（令和８

年度卒業・修了予定者は令和８年３月１日）とする。 

また、会社説明会などのように、学生が自主的に参加又は不参加を決定することができ

るイベントは、その後の選考活動に影響しない旨を明示するとともに、学事日程に十分

配慮すること。 

開始期日前は、ホームページにおける文字や写真、動画などを活用した情報発信、文書

や冊子等の文字情報によるＰＲなど、不特定多数に向けた情報発信にとどめ、学生情報

の取得や学生情報を活用した活動は行わないこと。 

（広報活動日程を事前に公表することは差し支えない。） 

なお、求人広告会社やその他就職支援サービス会社は、開始期日の前後を問わず大学の

授業・試験期間を十分に配慮したサイト等の運営に留意すること。 

求人広告会社やその他就職支援サービス会社とは、従来の就職情報会社のみならず、学

生の就職支援サービスに関わるすべての民間企業・団体を指す。 
 
ⅱ  採用選考活動とは、一定の基準に照らして学生を選抜することを目的とした活動を指

す。具体的には、選考の意思をもって学生の順位付け又は選抜を行うもの、あるい

は、当該活動に参加しないと選考のための次のステップに進めないものであり、こう

した活動のうち、時間と場所を特定して行う面接や試験などの活動を指す。 
 
ⅲ   タイプ３とは、キャリア形成支援の４つのタイプのうちの一つ。 

・タイプ１（オープン・カンパニー）：主に企業・就職情報会社や大学キャリアセンタ

ー等が主催するイベント・説明会を想定。 

・タイプ２（キャリア教育）：主に企業が CSR として実施するプログラムや、大学等

が主導する授業・産学協働プログラム（正課・正課外を問わない）を想定。 

・タイプ３（汎用的能力活用型インターンシップ、専門活用型インターンシップ）：主

に企業単独、大学等が企業あるいは地域コンソーシアムと連携して実施する、適性・

汎用的能力ないしは専門性を重視したプログラムを想定。 

・タイプ４（高度専門型インターンシップ）：文部科学省を中心に試行的に実施してい

る「ジョブ型研究インターンシップ」や、「採用と大学教育の未来に関する産学協議

会」で検討している「高度な専門性を重視した修士課程学生向けインターンシップ」

が該当。 

このうち、(a)就業体験要件、(b)指導要件、(c)実施期間要件、(d)実施時期要件、

(e)情報開示要件の５つを満たすタイプ３及びタイプ４のみをインターンシップと称

することとし、令和６年度の卒業・修了予定者から当該インターンシップで得られた

学生情報の活用が可能とされた。 
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ⅳ 令和８年度卒業・修了予定者のうち、留学期間が就職・採用選考活動の日程と重複す

る者など。 
 
ⅴ 令和４年４月に一般社団法人日本経済団体連合会と大学関係団体等の代表者により構

成される「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」において「学生のキャリア形

成支援に係る産学協働の取組み」が４つの類型に整理されたことを踏まえ、令和４年

６月に政府の「三省合意」が改正され、インターンシップの定義の見直しが行われて

いる。https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/sangaku2/20220610-mxt_ope01_01.pdf 
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22002266年年度度((22002277年年33月月))卒卒業業・・修修了了予予定定者者等等のの就就職職・・採採用用活活動動にに関関すするる要要請請 ポポイインントト

〇就職・採用活動日程について、従来と同様、下記の日程
を原則とし、学事日程等に十分配慮すること

〇その上で、タイプ３のうち専門活用型（２週間以上）か
つ春休み以降に実施されるものを通じて高い専門的知識
や能力を有すると判断された学生については、そのこと
に着目し、３月から行われる広報活動の周知期間を短縮
して、６月より以前のタイミングから採用選考プロセス
に移行できる。

※なお、上記の専門活用型インターンシップについて
は、追加的に、新卒一括採用に係る全体の採用計画、
学生に求める学修成果水準・専門的能力を公表するこ
とを求める。

●2026年度（2027年３月）卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請をとりまとめ。関係省庁（内閣官房、
文部科学省、厚生労働省、経済産業省）の連名により広く経済団体等へ要請。

卒業時期 広報活動
（卒業前年度）

採用選考活動
（卒業年度）

2014年度（2015年3月） 12月 ４月

2015年度（2016年3月）
３月

８月

2016年度（2017年3月）～ ６月

22002255年年度度（（22002266年年33月月））～ ３３月月 ６６月月（（※※））

〇インターンシップで取得した学生情報を就
職・採用活動に活用できるのは、一定の要
件を満たしたタイプ３のもの（産学協議会
基準準拠マークの記載が可能）に限られる
こと。

〇卒業・修了後少なくとも３年以内の既卒者
は、新規卒業・修了予定者の採用枠への応
募を可能とすること。

〇日本人海外留学者、外国人留学生への多様
な選考機会を設けること、オンラインを活
用すること。

〇大学等と連携して、障害のある学生向けに
募集・採用情報の公表を積極的に行うこと。

〇学修成果や学業への取組状況の適切な評価。
〇学生の個人情報の取扱い等における法令順
守。

〇学生の職業選択の自由を確保するため、オ
ワハラの防止の徹底。

※オワハラの類型に、「内定辞退の防止を目的として、内定を承諾

することについて、保護者の同意を強要すること」を追加。

〇セクハラ・パワハラの防止の徹底。
〇相談窓口の設置など、学生からの苦情・相
談を処理するための体制整備・改善向上に
努めること。

広報活動
（説明会等）開始

卒業・修了年度に入る
直前の３月１日以降

採用選考活動
（面接等）開始

卒業・修了年度の６月１日以降

正式な内定日 卒業・修了年度の10月１日以降

※ 専門活用型インターンシップを通じて専門性を判断された学生に限り、３月。
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令和５年度から⼤学⽣等のインターンシップの取扱いが変わります

■ 令和４年６⽉、⽂部科学省・厚⽣労働省・経済産業省の合意による「インターンシップの
推進に当たっての基本的考え方」（３省合意）を改正し、大学⽣等のキャリア形成支援に係る
取組を類型化するとともに、一定の基準を満たしたインターンシップで企業が得た学⽣情報を、
広報活動や採⽤選考活動に使⽤できるよう⾒直しました。
(「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」（経団連と大学関係者で構成）が令和４年４⽉に公表した報告書を踏まえた
⾒直しです。題名も「インターンシップを始めとする学⽣のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え
方」に改めています。）。

■ この改正は、令和７年３⽉に卒業・修了する学⽣（学部⽣ならば令和５年度に学部３年⽣に
進学する学⽣）が、令和５年度に参加するインターンシップから適⽤されます。中小企業や
スタートアップ企業においても、職場での就業体験を組み込んだインターンシップの実施を
⾃社の魅⼒・良さ・仕事のやりがい等を学⽣に伝える機会と捉え、前向きにご検討ください。

改正のポイント

① インターンシップ等の学⽣のキャリア形成支援に係る取組を４つに類型化
「インターンシップ」とは称さない 「インターンシップ」と称して実施

就業体験を必須とせず、「個社・業界の情報提供等」
や「教育」が目的

タイプ１
オープン・
カンパニー

タイプ１
オープン・
カンパニー

タイプ２
キャリア教育
タイプ２

キャリア教育
タイプ４

⾼度専門型インターン
シップ（試⾏）

タイプ４
⾼度専門型インターン
シップ（試⾏）

就業体験が必須 「⾃⾝の能⼒の⾒極め」や
「評価材料の取得」が目的

② 一定の基準を満たすインターンシップ（タイプ３）で取得した学⽣情報を、広報活動・採⽤選考
活動の開始時期以降に限り、それぞれ使⽤可能

【一定の基準とは】
・就業体験要件（実施期間の半分を超える日数を就業体験に充当）
・指導要件（職場の社員が学⽣を指導し、学⽣にフィードバックを⾏う）
・実施期間要件（汎用能⼒活用型は５日間以上。専門活用型は２週間以上）
・実施時期要件（卒業・修了前年度以降の⻑期休暇期間中）
・情報開示要件（学⽣情報を活用する旨等を募集要項等に明示）

３省合意⽂書

https://www.mhlw.g
o.jp/content/118000
00/000949684.pdf

https://www.sangaku
kyogikai.org/activities

産学協議会事務局
解説動画

https://youtu.be/
TqfHF0lgtdA

産学協議会
2021年度報告書

■ タイプ１〜４は学⽣のキャリア形成支援に係る取組であって、採⽤活動では
ありません。
学⽣は採用選考活動開始時期以降、改めて採用選考のためのエントリーが必要

になります。
■ タイプや基準の詳細のほか、インターンシップ実施の際の体制整備、安全、
災害補償の確保、ハラスメント対応、労働関係法令の適用、受け入れ時の公正性
等の確保等の留意事項は、３省合意をご確認ください。

（活用例） 広報活動開始以降 ︓企業説明会の案内送付等
採用選考活動開始以降︓採用選考プロセスの一部免除等

３学年次３⽉〜

広報活動
採用選考活動

インターンシップ
〜３学年次２⽉末まで ４学年次６⽉〜

（取得した学⽣の情報）

タイプ３
汎⽤的能⼒・専門活⽤型
インターンシップ

－ 27 －－ 26 －



都道府県労働局 ハローワーク

学生の職業選択の自由を侵害する
「オワハラ」は行わないでください！！

開若

以下のようなことをしていませんか？
これらは「オワハラ」に該当し得る例です！

オワハラとは、企業などが新規学校卒業者等の採用において、内定や内々定を行う
ことと引き換えに、学生の意思に反して他の企業などへの就職活動の終了を強要す
るようなハラスメント行為です。

オワハラは、憲法で保障された職業選択の自由を侵害する行為であり、場合によっ
ては、刑法上の脅迫罪・強要罪や民法上の不法行為にも当たる可能性があります。

また、学生にオワハラと受け止められれば、企業等の社会的信用の失墜やイメージ
の低下につながりかねません。

新規学校卒業者等の就職は、人生の大きな転機であり、将来を左右する重要な選択
をすることになります。

学生側にも、節度ある就職活動が求められますが、企業や職業紹介事業者の皆さま
にも、学生が納得いく就職活動を行えるよう、就職機会の確保にご理解・ご協力を
お願いします。

事業主・職業紹介事業者の皆さまへ

■ 自由応募型の採用選考において、内（々）定と引換えに大学
あるいは大学教員等からの推薦状の提出を求めること

■ 自社の内（々）定と引換えに、他社への就職活動を取りやめ
るよう強要すること

■ 内定承諾書等の早期提出を強要すること

■ 他社の就活が物理的にできないよう、研修等への参加を求め
ること

■ 内（々）定辞退を申し出たにもかかわらず、引き留めるため
に何度も話し合いを求めること
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第二 事業主等が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置
一 労働関係法令等の遵守
（二）採用内定・労働契約締結に当たって遵守すべき事項等

ニ

都道府県労働局 ハローワーク

■「事業主等指針」 ※では、以下のように規定しています。
事業主の皆さまのご理解をお願いします。

※青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 年法律第 号）第７条の規定に基づく「青少年の雇
用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関
係者が適切に対処するための指針」（平成 年厚生労働省告示第 号）

指針の全体版はこちら

社会経験が少ない学生にとって、企業からの強い働きかけは、相当なプレッシャーに
なります。学生への対応に当たっては、学生の自主性を妨げることがないよう、ご配
慮をお願いします。

内定承諾書の早期提出を執拗に求められ、メッセンジャーアプリにも
就職活動を終了するよう求めるメッセージが再三送付されてくる。

内々定の連絡を受けた後、他社の選考を全て辞退し、就職活動を終了
するように言われた。

内々定時に、入社しなかった場合には損害賠償が発生する旨の記載が
ある「誓約書」や「入社承諾書」へのサインを強要された。

ハローワークに寄せられた相談事例

採 用 内 定 又 は 採 用 内 々 定 を 行 う こ と と 引 換 え に 、 他 の
事 業 主 に 対 す る 就 職 活 動 を 取 り や め る よ う 強 要 す る こ
と 等 青 少 年 の 職 業 選 択 の 自 由 を 妨 げ る 行 為 又 は 青 少 年
の 意 思 に 反 し て 就 職 活 動 の 終 了 を 強 要 す る 行 為 に つ い
て は 、 青 少 年 に 対 す る 公 平 か つ 公 正 な 就 職 機 会 の 提 供
の 観 点 か ら 行 わ な い こ と 。

開若
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若者の募集・採⽤等に関する指針
ご対応いただきたい５つのポイントを紹介します
若者雇⽤促進法に基づく指針とは
⻘少年の雇⽤機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地⽅公共団体、
職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針

• 「⻘少年の雇⽤の促進等に関する法律」（若者雇⽤促進法）に基づき、
若者を募集・採⽤等する事業主などが講ずべき措置をまとめた指針です。

• 男⼥雇⽤機会均等法等の改正（令和８年10⽉１⽇施⾏）に伴い、ハラスメ
ント対策の強化について、事業主などが講ずべき措置を新たに定めていま
す。

 ⻘少年が適切に職業選択を⾏い、安定的に働くことができるように、労働条件などの明示などに関す
る事項を遵守すること。

 広告等により提供する⻘少年の募集に関する情報等は、⻘少年に誤解を⽣じさせるような表示としない
こと。また、当該情報を正確かつ最新の内容に保つこと。

 明示する従事すべき業務の内容等は、虚偽または誇大な内容としないこと。

 固定残業代を採⽤する場合は、固定残業代に関する労働時間数と⾦額等の計算⽅法などを明示すること。

 職業安定法に基づく職業紹介事業者等指針※第５を踏まえ、求職者等の個⼈情報を適切に取り扱うこと。

新規学卒者などを募集する事業主の皆さまへ

 労働契約が成⽴したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を⽋き、社会通念上相
当であると認められない採⽤内定取消しは無効とされることに⼗分に留意し、採⽤内定取
消しを防⽌するため、最⼤限の経営努⼒などを⾏うこと。やむを得ない事情により採⽤内
定取消しなどを⾏う場合には、就職先の確保について最大限の努⼒を⾏うこと。
※ 職業安定法施⾏規則第35条第2項では、採⽤内定取消しなどを⾏おうとする事業主は、所定の様式に
より、あらかじめ、公共職業安定所等に通知することとなっています。

 採⽤内定または採⽤内々定と引き替えに、他の事業主に対する就職活動を取りやめるよう
強要することなどの職業選択の⾃由を妨げる⾏為などは、⻘少年に対する公平・公正な就
職機会の提供の観点から⾏わないこと。

 労働契約が成⽴したと認められる場合には、採⽤内定者に対して、⾃由な意思決定を妨げ
るような内定辞退の勧奨は、違法な権利侵害に当たるおそれがあることから⾏わないこと。

固定残業代の詳細

指針の全体版も
ご覧ください

労働関係法令の留意点

募集にあたっての労働条件の明示などの対応が必要です１

内定取消しは無効になることもあります２

※ 「職業紹介事業者、求⼈者、労働者の募集を⾏う者、募集受託者、募
集情報等提供事業を⾏う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けよ
うとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針」
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 既卒者が卒業後少なくとも３年間は「新卒枠」に応募できるようにすることや、できる限
り上限年齢を設けないように努めること。

 通年採⽤や秋季採⽤の導入等の個々の事情に配慮した柔軟な対応を積極的に検討するよう
努めること。

LL需

 ホームページでの公表などで、⻘少年雇⽤情報の全ての項目について情報提供することが望
ましいこと。

厚⽣労働省・都道府県労働局

⻘少年雇⽤情報とは
若者雇⽤促進法により、事業主は、応募者などに対して、平均勤続年数や研

修の有無と内容といった就労実態等の職場情報を提供する仕組みがあります。
職場情報は、新卒者の募集を⾏う企業に対し、企業規模を問わず、
(ⅰ) 幅広い情報提供を努⼒義務
(ⅱ) 応募者等から求めがあった場合は、以下の３類型（ア〜ウ）ごとに

１つ以上の情報提供を義務
としています。

(ア) 募集・採⽤に関する状況
(イ) 職業能⼒の開発・向上に関する状況
(ウ) 企業における雇⽤管理に関する状況

 雇⽤する労働者が就職活動中の学⽣やインターンシップを⾏っている者等に対する⾔動につ
いて、必要な注意を払うよう配慮するように努めることが望ましいこと。

特に就職活動中の学⽣に対するセクシュアルハラスメント等は、正式な採⽤活
動のみならず、OB・OG訪問等の場でも問題化しています。

企業としての責任を⾃覚し、OB・OG訪問等の際も含めて、セクシュアルハラ
スメント等は⾏ってはならないものであり厳正な対応を⾏う旨などを、研修など
を実施し社員に対して周知徹底すること、OB・OG訪問等を含めて学⽣と接する
際のルールをあらかじめ定めること等により、未然の防⽌に努めましょう。

⻘少年雇⽤情報の詳細

通年採⽤・秋季採⽤の詳細既卒者の応募の詳細

都道府県労働局 ハローワーク

就活⽣などに対するハラスメントにも注意してください３

ハラスメントの詳細

「⻘少年雇⽤情報」の情報提供が必要です４

卒業後３年以内の者も「新卒枠」での応募受付ができるよう努めてください５

LL080226開若01

新規!! 求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止のため、雇⽤管理上の措置を講ずること。
また、男⼥雇⽤機会均等法に基づく求職活動等セクハラ防止指針※ ５及び６を踏まえ、必要に
応じて適切な対応を⾏うように努めることが望ましいこと。（令和８年10⽉１⽇適⽤）
※ 「事業主が求職活動等における性的な⾔動に起因する問題に関して雇⽤管理上講ずべき措置等についての指針」

求職活動等セクハラ防⽌指針は
こちらからご確認ください。
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新規学校卒業者に対する事業主の⼀⽅的な都合による採⽤内定取消しは、その円滑な就職
を妨げ、対象となった学生及び生徒本人並びに家族に計り知れないほどの打撃と失望を与え
るとともに、社会全体に対しても⼤きな不安を与えるものであり、決してあってはならない
重⼤な問題です。

このため、事業主に対してハローワーク等への事前通知を法令で定めるとともに、採⽤内
定取消し等の防⽌について考慮すべき事項を「⻘少年の雇⽤機会の確保及び職場への定着に
関して事業主、特定地⽅公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するため
の指針」（44ページ参照）で定めているところです。

職業安定法施⾏規則においては、ハローワークによる内定取消し事案の⼀元的把握、事業
主がハローワークに通知すべき事項の明確化を図ることにより、企業に対する指導など内定
取消し事案への迅速な対応を図るとともに、採⽤内定取消しの内容が厚生労働⼤臣の定める
場合に該当するときは、学生生徒等の適切な職業選択に資するため、その内容を公表するこ
とができることとされています。

（平成21年1月19日 改正職業安定法施⾏規則等の公布・施⾏）

新規学校卒業者の採⽤をお考えの事業主の皆様には、このような趣旨等をご理解いただき、
適正な採⽤計画の下、募集・採⽤活動を進めていただくとともに、採⽤内定取消しが⾏われ
ることのないようにお願いします。

新規学校卒業者の採⽤内定取消しを⾏おうとする事業主は、あらかじめハローワーク及び
施設の⻑（注）に通知することが必要となります。

（職業安定法施⾏規則第35条第2項（※次頁参照））

ハローワークによる内定取消し事案の一元的把握

新規学校卒業者の採⽤内定取消しを⾏おうとする事業主は、職業安定局⻑が定める様式（注）
により、ハローワーク及び施設の⻑に通知することが必要となります。

（職業安定法施⾏規則第35条第2項（※次頁参照））

事業主がハローワーク等に通知すべき事項の明確化

（注）職業安定法第27条に基づきハローワークの業務の⼀部を分担する学校の⻑⼜は同法第33条の
2に基づき無料の職業紹介事業を⾏う学校等の⻑

（注）所定の様式には、内定取消し者数、内定取消しを⾏わなければならない理由、内定取消しの
回避のために検討された事項、対象学生等への説明状況、対象学生等に対する支援の内容等を
記載する必要があります。

－ 32 －
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４．新規卒業予定者に関する採⽤方法

・採⽤内定者について労働契約が成⽴したと認められる場合には、採⽤内定の取消しには、労働契約法第16条の
解雇権の濫⽤についての規定が適⽤されます。

（労働契約法第16条）
解雇は、客観的に合理的な理由を⽋き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫⽤したも

のとして、無効とする。

参考

厚生労働大臣は、採⽤内定取消しの内容が、厚生労働大臣が定める場合に該当するとき
は、学生生徒等の適切な職業選択に資するよう学生生徒等に情報提供するため、その内容
を公表することができることとなります。

（職業安定法施⾏規則第17条の4）

採⽤内定取消しを⾏った企業名の公表

【厚生労働大臣が定める場合】

採⽤内定取消しの内容が、次のいずれかに該当する場合。（ただし、倒産により翌年度の新規学
校卒業者の募集・採⽤が⾏われないことが確実な場合を除く。）

① 2年度以上連続して⾏われたもの
② 同一年度内において10名以上の者に対して⾏われたもの
（内定取消しの対象となった新規学校卒業者の安定した雇⽤を確保するための措置を講じ、これら
の者の安定した雇⽤を速やかに確保した場合を除く。）

③ 生産量その他事業活動を⽰す最近の指標、雇⽤者数その他雇⽤量を⽰す最近の指標等にかんがみ、
事業活動の縮⼩を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに、⾏われたもの

④ 次のいずれかに該当する事実が確認されたもの
・内定取消しの対象となった新規学校卒業者に対して、内定取消しを⾏わざるを得ない理由につい
て⼗分な説明を⾏わなかったとき。

・内定取消しの対象となった新規学校卒業者の就職先の確保に向けた⽀援を⾏わなかったとき。

学校（小学校（義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。）及び幼稚園（特別支援学校の幼稚
部を含む。）を除く。）、専修学校、職業能⼒開発促進法第⼗五条の七第⼀項 各号に掲げる施設⼜は職業能⼒開発
総合⼤学校（以下この条において「施設」と総称する。）を新たに卒業しようとする者（以下この項において「新
規学卒者」という。）を雇い入れようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、
公共職業安定所及び施設の⻑（業務分担学校⻑及び法第三⼗三条の⼆第⼀項 の規定により届出をして職業紹介事業
を⾏う者に限る。）に職業安定局⻑が定める様式によりその旨を通知するものとする。

⼀ 新規学卒者について、募集を中⽌し、⼜は募集人員を減ずるとき（厚生労働⼤臣が定める新規学卒者につい
て募集人員を減ずるときにあつては、厚生労働⼤臣が定める場合に限る。）。

⼆ 新規学卒者の卒業後当該新規学卒者を労働させ、賃⾦を支払う旨を約し、⼜は通知した後、当該新規学卒者
が就業を開始することを予定する日までの間（次号において「内定期間」という。）に、これを取り消し、⼜は撤
回するとき。

三 新規学卒者について内定期間を延⻑しようとするとき。

職業安定法施⾏規則第35条第2項

（職業安定法施⾏規則第17条の4第1項の規定に基づき厚生労働⼤臣が定める場合（平成21年厚生労働省告⽰第5号））
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